
中学卒で約７割、高校卒で約５割、大学等卒で約４割が、新規学卒就職後、３年以内に離職中学卒で約７割、高校卒で約５割、大学等卒で約４割が、新規学卒就職後、３年以内に離職

資料：厚生労働省「新規学校卒業就職者の就職離職状況調査」。各年いずれも３月卒を示す。

新規学卒就職者の３年以内の離職率の推移
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資料：総務省統計局「就業構造基本調査」労働省政策調査部で特別集計（～平成9年）、「労働力調査（詳細結果）」（平成14年～）

資料：総務省統計局「労働力調査（基本集計）」

（注）

 

｢若年無業者｣の定義は、15～34歳で、非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者。

○フリーターの数の推移

○若年無業者の数の推移

若年無業者は、平成１４年以降、約６０万人超で推移
フリーターは、平成１５年をピークに減少傾向に転じたが、平成２１年は増加し約１７８万人

若年無業者は、平成１４年以降、約６０万人超で推移
フリーターは、平成１５年をピークに減少傾向に転じたが、平成２１年は増加し約１７８万人

若年無業者・フリーターの数の推移

（注）

 

｢フリーター｣の定義は、15～34歳で、男性は卒業者、女性は卒業者で未婚の者とし、
１

 

雇用者のうち勤め先における呼称が｢パート｣又は｢アルバイト｣である者、
２

 

完全失業者のうち探している仕事の形態が「パート・アルバイト」の者、
３

 

非労働力人口のうち希望する仕事の形態が「パート・アルバイト」で、家事・通学等していない者

 
の合計。（平成14年より前は若干内容が異なり、単純な比較はできない）



地方分権改革推進計画（抜粋）

別紙

１

 

施設・公物設置管理の基準の見直し

〔文部科学省〕

（３）公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準

に関する法律（昭33法116）

・

 

公立義務教育諸学校の学級編制基準に係る都道府県から

市町村への権限移譲、都道府県教育委員会への同意を要す

る協議については、地域主権改革の観点や教育条件整備全

体の観点を踏まえ検討する。

平成21年12月15日閣議決定



京 都 式 少 人 数 教 育 に つ い て
－ 市 町 村 主 体 の 教 員 定 数 の 配 置 －

京都府教育委員会

京都式少人数教育

30人程度学級が可能な定数配置

30人程度学級とは？ 従 来 は

国の加配を活用するとともに、平成20 公立小中学校における１学級の定数は、
年度から、京都府の独自措置として教員 「公立義務教育諸学校の学級編制及び教
配置の拡充を行い、小学校において30人 職員定数の標準に関する法律」（以下、「標
程度（30～35人）の学級編制が可能とな 準法」という。）で40人と定められてい
る教員を配置 ＜平成22年度 完成＞ る。

市町村が手法を選択

選択できるとは？ 従 来 は

各市町村教育委員会は、府教委から配 指導方法工夫改善の加配として、各市
当された定数を活用し、学校の実態や児 町村教育委員会の意向を踏まえ、少人数
童生徒の状況に応じて、少人数授業、テ 授業、ティームティーチングの手法を指
ィームティーチング、少人数学級の３手 定し配当していた。
法から選択して少人数教育を展開できる。

京都独自の定数配当

市町村に一括配当

一括して配当とは？ 従 来 は

平成20年度から教員定数の配当を学校 年度当初に、教職員定数を各学校ごと
ごとから市町村ごとに変更し、市町村に に配当して学校運営を行っていた。
一括して総定数を配当
（ただし、生徒支援加配等一部除く）

市町村が自由裁量で活用

自由に活用とは？ 従 来 は

市町村は、一括して配当された教員を 各学校ごとに教員定数が決まっており、
市町（組合）教育委員会の自由裁量によ 市町村に教員配置の裁量は一切なかった。
り所管する学校に配置することができる。

導入の成果

市町村教育委員会は、子どもや地域・学校の状況を踏まえ、主体的かつ弾力的な
教員配置を可能とし、学校の実情に応じた少人数教育の手法を選択することで、学
年の特性や児童生徒の発達段階に即した指導方法・体制が整備できる。



資 料

京都式少人数教育

■ 30人程度の学級編制が可能となる教員を配置
小学３年から小学６年で30人程度（30～35人）の学級編制が可能となる教員を配置

■ 市町村が手法を選択
各市町村教育委員会は、配当された定数を活用し学校の実態や児童生徒の状況に応

じて、少人数授業、ティームティーチング、少人数学級から選択して実施できる。

京都独自の定数配当

■ 市町村に一括配当
平成20年度から基準配当及び加配（指導方法の工夫改善）の配当を学校毎から市町

村毎の配当に変更し市町村に一括して定数を配当している。

■ 市町村が自由裁量で活用
市町村教育委員会は、府教育委員会から配当された教員を市町村の裁量により所管

する学校に配置できる。

　総定数の　　　　　範囲内で

～平成19年度

教 員  定  数

市町村ごとの
総定数

京
都
府

配当

基準 配当 加 配 （指導 方 法工 夫改 善 ） 加 配 （生 徒支 援 加配 等）

平成20年度～

Ａ学校の定数

Ｂ学校の定数

Ｃ学校の定数

※ 学校 ごとに配 当

※ 市町 村ごとに配当

市町村ごとの
総定数

京
都
府

配当

市町村の裁量で所管学校に教員を配置

Ａ学校の定数

Ｂ学校の定数

Ｃ学校の定数

Ａ学校の定数

Ｂ学校の定数

Ｃ学校の定数

Ａ学校の定数

Ｂ学校の定数

Ｃ学校の定数

市 町 村 教 育 委 員 会

少人数授業

児 童 生 徒 を 習 熟 度 別 ・ 課 題
別 な ど で 分 け て 20人 程 度 の
グ ル ー プ で 指 導

手法を選択

ティームティーチング

 １ 学 級 に ２ 人 の 教 員 が
 入 り 、 連 携 し て 授 業 を
 展 開

少人数学級

40人 未 満 の 人 数 で 学 級
を 編 制

１学級 ２学級 ３学級 ４学級 ５学級 ６学級

１～40 41～80 81～120 121～160 161～200 201～240

１～35 36～68 69～96 97～124 125～150 151～180

１学級当たりの児童数 １～35 18～34 23～32 24～31 25～30 25～30

編制　　　　　     学級数

40人学級

30人程度学級



校務情報化の必要性校務情報化の必要性

●多くの学校、教育委員会が、校務情報化を「是非必要である」または「必要である」と回答。

●反対に「必要でない」という回答がほとんどないことから、校務情報化の必要性は十分に認識され

ている。

※平成１８年度アンケート調査より
「校務情報化の現状と今後の在り方に関する研究報告書」（平成１８年度文部科学省委託事業）

校務の情報化のニーズ

（５，８４６校） （３４４か所）



公立小・中学校の正規教員と非正規教員等の推移
（平成１７年度～２１年度）

596,915 596,738 595,798 593,631 591,002

48,339 48,530 50,696 53,230 56,813

12,174 15,988 16,112 16,488 17,253

1,42193644433
378
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常時勤務に服しない者（再任用短時間勤務者等）

常時勤務に服しない者（非常勤講師）

任用期限の定めのある者（臨時的任用教員）

任用期限の定めのない者（再任用ﾌﾙﾀｲﾑ職員を含む）

（注）各年度５月１日現在の数。
（出典：「学校基本調査報告書」「初等中等教育局財務課調べ」）

（人）

0



（注）
　１．「臨時的教員」には、産休代替教員及び育児休業代替教員を含まない。
　２．「非常勤講師等」は、再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務代替職員及び非常勤講師を、常勤１人当たり勤務時間（40時間又は38時間45分）で換算して
　３．平成２１年５月１日現在の数値であり、定数未充足の場合でも、平成２２年３月末までには定数を充足している。
　４．表示の割合は、教員定数に対する正規教員、臨時的教員及び非常勤講師等の合計数の割合（赤字）と、教員定数に占める正規教員の割合（黒字）である。

公立小・中学校の教員定数の標準に占める正規教員の割合（平成２１年度）
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